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表１－（2）－10  建設教育訓練助成金（第４種認定訓練）の内容及び支給手続 

○ 建設雇用改善助成金支給要領 ＜抜粋＞ 

 

平成 16年３月１日 

要 領 第 ５ 号 

 

改正  平成 16年４月１日要領第 77号 

平成 17年３月 31日要領第３号 

平成 17年４月１日要領第 14号 

平成 17年 10月１日要領第 23号 

平成 18年４月３日要領第 13号 

平成 19年４月 23日要領第２号 

平成 19年 10月１日要領第 63号 

平成 20年４月１日要領第９号 

 

独立行政法人雇用・能力開発機構業務方法書（平成 16 年業務方法書第 1 号。以下「方法書」と

いう。)第７条の規定による建設雇用改善助成金は、この要領により支給するものとする。 

 

目次 

第 1章 総則（第１条－第６条) 

第２章 建設教育訓練助成金（第７条) 

第１節 第１種の助成金(第８条－第９条) 

第２節 第２種の助成金(第 10条－第 11条) 

第３節 第３種の助成金(第 12条－第 13条) 

第４節 第４種の助成金(第 14条－第 15条) 

第５節 手続き等( 第 16条－第 29条) 

第３章 建設事業主雇用改善推進助成金(第 30条－第 40条) 

第４章 建設事業主団体雇用改善推進助成金(第 41条) 

第１節 第１種の助成金(第 42 条－第 43条) 

第２節 第２種の助成金(第 44条－第 45条) 

第３節 手続き等(第 46条－第 54条) 

附則 
 

第１章 総則 （略） 
 

第２章 建設教育訓練助成金 

 

(建設教育訓練助成金の区分) 

第７条 建設教育訓練助成金(以下この章において「助成金」という。)は、第１種、第２種、第３種

及び第４種の助成金に区分する。 
 

第１節 第１種の助成金～第３節 第３種の助成金 （略） 
 

第４節 第４種の助成金 
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(支給要件) 

第 14 条 第４種の助成金は、次の各号のいずれかに該当する建設事業主に対して支給するものとす

る。 

（１）その雇用する建設労働者に認定訓練を受けさせ、当該認定訓練を受けさせる期間、当該建設労

働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払う中

小建設事業主であって、雇保則第 125 条第 1 項の訓練等支援給付金(以下「訓練等支援給付金」

という。) (同条第２項第１号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施

設に労働者を派遺する場合に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)の支給を受けるも

の 

 

（２）～（３）（略） 

 

(支給額) 

第15条 第４種の助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額とする。 

（１）認定訓練を受けさせた場合 認定訓練を受けさせた建設労働者l人につき、当該建設労働者に

受けさせた次のイの表の左欄に掲げる訓練の種類に応じ同表の右欄に掲げる日額(前条第１号に

規定する通常の賃金の額に相当する額として次のロに定める式により算定した額から訓練等支

援給付金の額を支給の対象となった日数で除して得た額を控除した額が、当該日額を下回るとき

は、当該控除した額)に、当該認定訓練を受けさせた日(訓練等支援給付金の支給の対象となった

日に限る。)の数を乗じて得た額とする。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

 

第５節 手続き等 

 

第 16条～第 19条 （略） 

 

(支給の請求) 
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第 20 条 第１種、第２種、第３種及び第４種の助成金の支給を受けようとする建設事業主等に対し

ては、建設教育訓練助成金支給請求書(以下この節において「支給請求書」という。)であって、次

の各号に定めるものを、当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところにより、原則として

認定申請書を提出した担当センター統括所長に提出させることとするが、必要とする場合は支給請

求に係る措置を実施した事業所の所在地を業務担当区域とする担当センター統括所長に提出させ

ることができるものとし、受給資格認定を要しない助成金については事業所の所定地を業務担当区

域とする担当センター総括所長に提出させるものとする。 

 

（１）～（７） （略） 

 

（８）認定訓練に係る第４種の助成金の支給を受けようとする場合 訓練等支援給付金の支給の決定

のあった日から原則として１月以内に建設教育訓練助成金(第４種認定訓練)支給請求書(建助様

式第 18号)を提出させる。ただし、第１種の助成金の支給を受ける中小建設事業主等が行う認定

訓練にその雇用する建設労働者を派遣する中小建設事業主に対しては、当該建設教育訓練助成金

(第４種認定訓練)支給請求書を第１号により第１種の助成金に係る支給請求書を提出する中小

建設事業主等を経由して提出させることができる。 

 

（９）～（10） （略） 

 

２ 支給請求書の提出部数は、1部とし、助成金の種類ごとに定める書類を添付させるものとする。 

 

以下 （略） 

 

 

表１－（2）－11  建設教育訓練助成金（第４種認定訓練）支給要件の関連条文 

○ 雇用保険法施行規則（昭和 50年３月 10日労働省令第３号）＜抜粋＞ 

最終改正：平成 21年６月８日厚生労働省令第 121号 

 

 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）及び雇用保険法施行令（昭和 50 年政令第 25 号）の規定に

基づき、並びに同法 及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。 

 

第四章 雇用安定事業等  

    第一節 雇用安定事業  

第 121条～第 124 条 （略） 

 

第二節 能力開発事業 

 

（キャリア形成促進助成金）  

第 125 条  キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%81%5a%90%ad%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8b%e3%96%40%88%ea%88%ea%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%81%5a%90%ad%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%93%af%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=�
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発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。  

２  訓練等支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものと

する。  

一  次のいずれかに該当する事業主であること。  

イ 次のいずれかに該当する事業主であること。 

（１） 次のいずれにも該当する事業主であること。 

(ｉ)  当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第 11 条

第１項に規定する計画（以下この条において「事業内職業能力開発計画」という。）をそ

の雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該事業内職業能力開発計画に基づき

年間職業能力開発計画（職業訓練等（職業訓練又は教育訓練をいう。以下この条において

同じ。）、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング（職

業能力開発促進法第 10 条の３第１号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下この

項及び附則第 17 条の７第二項において同じ。）その他の職業能力開発に関する計画であっ

て一年ごとに定めるものをいう。以下この条及び附則第 17条の７第二項において同じ。）

を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。 

（ii）年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を

追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは

技能を習得させることを内容とする職業訓練（以下この項及び附則第 17条の７第四項に

おいて「対象職業訓練」という。）を受けさせる事業主（当該対象職業訓練を受ける期間、

当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事

業主に限る。）であること。 

（iii）職業能力開発推進者（職業能力開発促進法第 12条に規定する職業能力開発推進者をい

う。第 125条の３において同じ。）を選任している事業主であること。 

（iv） 厚生労働大臣が定める書類を整備している事業主であること。 

（ｖ） 中小企業事業主であること。 

（２） （１）（iii）及び（iv）に該当する事業主であって、次のいずれにも該当する者である

こと。 

(ｉ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者（以下

この項及び附則第 17 条の７第二項において「被保険者等」という。）に周知させる事業主

であって、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及び被

保険者等に周知させるものであること。 

（ii）年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象職業訓練を受けさせる事業主（当該

対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われ

る通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること。 

（iii）労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であって、次のいずれかに

該当する者（以下「対象短時間等労働者」という。）に高度な技能及びこれに関する知識

を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換（当該対象短時間等労働者が当

該事業主又は他の雇入事業主（当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%98%5a%8e%6c&REF_NAME=%90%45%8b%c6%94%5c%97%cd%8a%4a%94%ad%91%a3%90%69%96%40%91%e6%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000�
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%98%5a%8e%6c&REF_NAME=%90%45%8b%c6%94%5c%97%cd%8a%4a%94%ad%91%a3%90%69%96%40%91%e6%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000001000000000000000000�
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占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。）の事業所において期間の

定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この

号において同じ。）に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等（以

下この項において「対象短時間等職業訓練」という。）を受けさせる事業主（当該対象短

時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合

に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。）であること（厚生労働大臣の定め

る期間内に、職業能力高度化支援制度（事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及び

これに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得され

た技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であって、労働協約又は就業規

則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。）又は通常労働者転換制

度（事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者

への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、

かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度（当該対象

短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結す

る通常の労働者として雇い入れられる場合にあっては、その旨定めている場合に限る。）

であって、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において

同じ。）を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度

が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適

用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。）。 

（イ）期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間

が同一の事業所に雇用される通常の労働者（当該事業所に当該期間の定めのない労働

契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあっ

ては、当該通常の労働者）の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣

の定める時間数未満である労働者 

（ロ）期間の定めのある労働契約を締結している労働者 

（３） （１）（iii）及び（iv）並びに（２）（i）及び（ii）に該当する事業主であって、新た

に雇い入れた被保険者等に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習

併用職業訓練（以下この項及び附則第 17条の７第二項において「対象認定実習併用職業訓

練」という。）を受けさせる事業主（当該対象認定実習併用職業訓練を受ける期間について

当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事

業主に限る。）であること。 
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図１－（2）－２ 建設教育訓練助成金（第４種認定訓練）支給請求書の添付書類 
（支給申請書 表面） 
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（支給申請書 裏面） 
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図１－（2）－３  建設教育訓練助成金（第４種認定訓練）支給請求手続の流れ 

 

 
 
表１－（2）－12   学生職業センター等における学生等の就職支援事業の実施内容 

○ 大学生等に対する就職支援事業実施要領＜抜粋＞ 

 

第１ 大学等が行う就職指導に対する支援の実施 （略） 

 

第２ 未内定学生に対する就職支援の実施 

 １ 趣旨  

   大学生等については、就職活動の早期化・長期化の状況が見られる中で、早期に就職内定を得

る学生が存在する一方、年度を通じて就職内定を得ることが困難な学生も存在する、といった二

極化の傾向がみられるとともに、大学生等の中には年度途中で就職活動を諦めてしまう者等も見

られる状況にある。 

こうした現状を踏まえ、大学生等における就職促進を図る観点から、学生職業センター等が中

心となって大学等とも密接な連携を図りつつ、未内定学生に対する就職支援を実施する。 

  

２ 実施主体 

   学生職業センター等が中心となり実施する。 

（注）(独)雇用・能力開発機構の資料による。 
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３ 対象者 

  主に、卒業年度の年度後半時点において就職内定を得ていない学生(以下「未内定学生」 とい

う。)を対象とする。(主に大学生、短大生を対象とするが、専修学校生等就職支援が必要な者を

適宣対象として差し支えない。) 

 

４ 事業内容 

(1)「学生職業総合支援センター情報データベースシステム」 の機能を活用した就職支援の実施 

未内定学生に対するマッチングを効率的かつ効果的に実施する観点から、学生職業相談セ

ンター等においては、「学生職業総合支援センター情報データベースシステム」 に係る以下

の機能について、求人者や大学生等に対して説明、周知を行うとともに、これらの機能を活

用した就職支援を実施する。 

①  地方企業のＰＲ等を行うための求人情報等の発信・検索機能 

②  学生が企業に応募・ＰＲするための求人企業へのエントリー機能 

③  希望する未内定学生の自己ＰＲ情報等を企業が閲覧できる求職者情報の発信・検索機

能 

④ 求人企業が未内定学生等に当該企業の応募等を促進するためのリクエストメール発信

機能 

(2) 未内定学生に対する個別の就職支援の充実強化等 

未内定学生については、就職活動の意欲が低下している者、就職に当たり職業選択が定まっ

ていない者等が見られるところであり、こうした者を就職に結びつけていくためには、求人情

報を提供するだけではなく、個々人に対するカウンセリングなどきめ細かな個別の就職支援を

行うことが必要である。 

このため、学生職業センター等を中心として、上記(1)に掲げたシステムの機能も十分に活

用しつつ、特に、一定期間以降において未内定となっている学生を重点に置いて、個別にきめ

細かな就職支援を行い、その就職の促進を図ることとする。 

①  大卒等求人に対するフォローアップの実施 

学生職業センター等で受理した大卒等求人については、その充足状況を確認し、未充足

となっている求人に対しては、未内定学生とのマッチングの可能性を高める観点から、求

人者に対して未充足となっている原因や学生の就職動向に係る情報提供や求人充足に向け

たアドバイス等を行う。 

また、学生に対して積極的に情報提供・ＰＲすることにより求人充足の可能性が高まる

場合については、上記(1)の機能を活用し、学生に対して積極的に求人情報をＰＲする、又

は学生に対してリクエストメールを発信する等の取組みを行うことを求人者に勧奨するこ

とを通じ、求人充足を図る。 

②  未内定学生に対する個別の就職支援の実施 

ア 学生職業センター等においては、上記第１に掲げた大学に対する支援と相まって、学生

職業センター等の利用に関する大学生等への周知・広報について、大学等に協力を依頼す

る。 

また、学生職業センター等としても、大学等と密接に連携・連絡しながら、未内定者の

把握や学生職業センター等の利用への誘導等を行い、未内定学生に対して積極的に就職に

向けた支援を実施する。 

イ 未内定学生の中には、就職活動の意欲が低下している者、職業選択に迷っている者等が

みられるため、個別の職業相談・カウンセリングを行う、また、個々人ごとに就職活動の
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ためのプラン等を作成し、計画的な就職支援を行う等、きめ細かな就職支援を行い、その

就職の促進を図る。 

ウ 上記①により把握した未充足求人を有効に活用し、当該求人企業の詳細情報等の提供等

も行いながら、未内定学生に対するマッチングを積極的に実施する。 

エ 平成 16 年度から都道府県により設置・運営している「若年者のためのワンストップサ

ービスセンター」(通称ジョブカフェ)と併設している学生センター等においては、当該ワ

ンストップサーピスセンターの機能も有効活用し、両者連携しつつ、大学生に対する支援

を効果的に実施する。 

オ 未内定学生への就職支援に関する大学等と学生職業センター等との具体的な連携方策

については、第 1 の４の(2) に掲げる「就職指導支援セミナー」 の場を活用するほか、

従来より実施している「大学等及び事業主団体等との連絡会議」等の場を活用して都道府

県関係部局や大学等関係機関と検討・協議を行い、効果的な事業運営を図ること。 

 

 以下 （略） 

 

 

表１－（2）－13 ジョブカフェにおける「地域の関係者との連携による若年者雇用対策の推進」 

事業の実施内容 

○ 若年者のためのワンストップサービスセンター事業実施要領＜抜粋＞ 
 

第１ 趣旨 
 

   若年者を取り巻く雇用環境については、失業率が年齢計に比べて高水準で推移するとともに、

フリーターについてはいまだ多い状況にあり、若年労働者の早期離職率も高水準で推移するな

ど、なお厳しい状況が続いている。 

このため、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対

策への主体的な取組を推進するため、地域による若年者のためのワンストップサーピスセンター

(通称ジョブカフェ。以下「センター」 という。)の整備を推進することとされたところである。 

センターは、地方自治体と地域の企業、学校等との幅広い遼携・協力の下、地域の実情に応じ

た若年者に対する職業、能力開発等に関する情報提供、インターンシップ等の職業体験機会の確

保、キャリア・コンサルティング、職業紹介等の雇用関連サーピスをワンストップで提供する施

設として、地域による主体的な取組により、都道府県が中心となって設置するものである。 

厚生労働省としては、センターの整備を推進し、地域との連携・協力による効果的な若年者雇

用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンターにおいて実施するとともに、都道府県の

要請に応じ、公共職業安定所(以下「安定所」という。)を併設して、センターを利用する若年者

に対する職業紹介事業を行うこととする。 
 

第２ 若年者地域連携事業 
 

 １ 事業の概要 

地域の関係者と連携した若年者に対する職業意識形成支援関係事業及び雇用対策関連事業(職

業紹介事業に該当する事業を除く。 以下同じ。)を実施するため、厚生労働省は、適切と認めら

れる民間団体に対し、若年者地域連携事業を委託する。 

 

２  支援対象者 
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学生・生徒を含むおおむね 35歳未満の若年者 
 

３  事業委託団体の選定手順 （略） 
 

４ 事業の内容等 

事業の内容及びその実施方法等については、次の(1)及び(2)に掲げるそれぞれの事業のうち、

希望団体が地域の実情に応じて必要なものを選定し、決定するものとする。 

(1)職業意識形成支援関係事業 

ア ジュニア・インターンシップ、職場見学、キャリア探索プログラムへの協力に関する周知

広報、実施事業所の開拓等 

地域の事業主に対し、ジュニア・インターンシップ等の意義、その実施方法や留意点等に

関する理解の促進を図るため、ポスターやリーフレットの作成及び配布、種々の機会を利用

した事業主に対する説明、事業主からの問い合わせへの対応など地域の実情に応じた周知を

行う。 

また、ジュニア・インターンシップ等に関心がある事業主など実施の見込みがある事業主

に対し、訪問等により、実施事業所の開拓を行うとともに、当該実施希望がある事業所につ

いて、センターや安定所を通じ、学校に対する情報提供を行う。 

イ 高校生の保護者等の就職に関する意識の啓発 

高校生の保護者に対し、就職問題に関する知識や関心を高め、生徒の適切な進路選択に関

する理解を促進するため、セミナ一等を実施する。 

ウ 高等学校の進路指導担当者の知識及び能力の向上のための支援 

高等学校の進路指導担当者に対し、進路指導に当たって必要な知識の習得を図るため、セ

ミナ一等を実旋する。 

エ その他関連事業 

アからウまでに掲げるもののほか、地域の実情に応じた若年者に対する職業意識形成支援

関係事業を実施する。 

(2)雇用対策関連事業 

ア 若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 

事業主の若年者に対する採用意欲の喚起を図るため、若年者の採用を促す幅広い広報及び

啓発を実施する。 

イ 内定者に対する講習会の実施 

若年者の職場定着及び職業能力の向上を図るとともに、採用時の事業主の負担を軽減し、

若年者の就職促進を図るため、採用が内定した若年者に対する講習会等を実施する。 

ウ 若年者に対する企業説明会の実施 

若年者の地域の事業所に関する理解を深めるため、事業主が当該事業所の事業の概要、業

務の内容、求人の内容等を若年者に説明する企業説明会を開催する。 

エ 若年者に対する職場実習機会の確保 

地域の事業所に関する若年者の理解を深めるとともに、業務遂行に必要な実務能力の向上

を図るため、若年者が実際に事業所において、業務を体験する機会を提供する。 

オ 若年者による集団的就職活動の支援 

センターの利用者自身によるセミナーや企業との交流会等の主体的な企画、ジョブクラブ

方式による集団的な就織活動の実践等を実施する。 

カ ネットカウンセリングの実施 

センターが開設するホームベージを活用し、センターへの日常的な来所が困難な若年者等
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に対するカウンセリングや情報提供を実施する。 

キ フリーターに対する就職支援 

フリーターの常用就職に促進するため、フリーターを対象としたセミナーや、カウンセリ

ング、職場見学会、ジョブパスポートを活用した就織支援等を実筋する。 

ク 若年労働者の職場定着促進に関する支援 

若年労働者を対象とした継続就業の動機付けに資する講習や相互交流会を実施する。 

ケ ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援 

同一の経済圏内において、産業構造が異なる各地域が、それぞれの特性を活かしつつ、ブ

ロック単位でのカウンセラーや担当者による交流会の開催、産業構造が異なる地域が連携し

たミスマッチ解消のための面接会、同じ通勤圏内の地域による合同面接会を実施する。 

コ その他関連事業 

アからケまでに掲げるもののほか、地域の実情に応じた若年者に対する雇用対策関連事業

を実施する。 

(3) コーディネーター等の配置 

(1)及び(2)の事業の実施に係る責任者として、次のアからオまでに掲げる職務を行うコーデ

ィネーターを配置することができる。 

ア 事業の企画及び実施に関する事務 

イ 事業の実施状況の実地確認 

ウ 事業の実施結果の取りまとめ 

エ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整 

オ その他事業の実施に必要な事務 

また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置する

ことができるものとする。 

 

 以下 （略） 

 

 

表１－（2）－14   若年者集中支援事業の実施内容 

○ 若年者集中支援事業実施要領＜抜粋＞ 

                                    平成 20年４月１日 

職発第 0401023号 

能発第 0401023号 
 

(別添１) 

若年者集中支援事業実施要領 
 

１ 趣旨 （略） 
 

２ 事業の概要 

公共職業安定所(学生職業総合支援センター及び学生職業センターを含む。以下同じ。)又は都道

府県が設置する若年者のためのワンストップサーピスセンター(公共職業安定所を併設する場合を

含む。以下「ジョブカフェ」という) における職業相談の結果、以下の（１）の就職力ステップア

ップ講座の受講が望ましいと判断された者に対し、当該講座を実施する。また、当該講座終了後に

就職に至らなかった者に対して職業相談を実施した結果、必要と判断した者に対し、以下の（２）
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の就職先の業種を意識した短期集中型の職業訓練を行う。 

(１) 支援講座 

以下の内容を組み合わせた 10日間程度の若年者向け就職支援講座。 

①  職業意識啓発 

②  コミュニケーション能力 

③  自己適正と仕事についての理解 

④  労働法についての基礎知識 

⑤  職業人等による講話、意見交換(企業の求める人材像等) 

⑥  職場・就労体験 

⑦  就職活動の心構え、ノウハウ 

⑧  オーディション(受講生が直接求人企業等に自己ＰＲをする場を提供すること。)、面接の

受け方等 

※  ⑤～⑧については、各人の希望、適性により分野(ＩＴ系、事務系等)を特定した上で実施。 

(２) 若年者向け短期委託訓練(以下「短期訓練」という。) 

各都道府県における求人ニーズの高い分野について、就職先の業種を意識した１か月程度の

短期集中型訓練。 
 

３ 実施体制 

本事業は、都道府県及び都道府県が設置した公共職業能力開発施設(以下「能開施設」 という。)

が主体となって取り組むものとする。 

都道府県労働局及び公共職業安定所は、都道府県又は能開施設と密接な連携のもとに、本事業の

円滑な実施が図れるよう、支援講座及び短期訓練(以下、「本講座」という。)への受講申込みの受

付、受講指示の業務等について必要な取組を行うものとする。 

また、都道府県又は能開施設は、ジョブカフェに対して、下記５の(１)②、（２）から（４）及

び（７）に定める業務が適切に行われるよう、協カを求めるものとする。 
 

４ 本事業の対象者 

公共職業安定所又はジョブカフェに求職申込み又は利用登録を行っているおおむね 35 歳未満の

求職者であって、職業相談の結果、次のいずれかに該当する者で、その早期安定就労のために本事

業の措置を講ずることが適切であると判断され、下記５の(６)に基づき公共職業安定所長の受講指

示を受けた者又は下記５の(５)に基づき都道府県又は能開施設が受講を決定した者を対象として

実施するものとする。 

① 職務遂行のための基礎的能力の習得が不十分な者 

② 職業意識の形成が不十分な者 

ただし、高等学校、専修学校、大学・大学院、短期大学及び高等専門学校の学生生徒は本事業の

対象者としないこと。 

また、本事業が若年者の早期の就職促進を図るものであることから、本講座の受講終了後におい

て公共職業安定所又はジョブカフェにて職業相談を受けることを、本講座の受講の条件とするこ

と。 

なお、キャリア・コンサルティングを行うことのできる能開施設等において、本事業の対象とす

ることが適切であると認められ、上記と同様に受講の決定を受けた者については、下記５の(２)の

取扱いに留意しつつ、対象として差し支えないものとすること。 
 

 以下 （略） 
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表１－（2）－15  試行雇用奨励金の対象者 

○ トライアル雇用事業実施要領（厚生労働省職業安定局 平成 21年４月 1日）＜抜粋＞ 

 

第１ 事業の内容 

 １．趣旨 （略） 

 ２．事業の内容 （略） 

 

 ３．トライアル雇用の内容 

  (1) トライアル雇用の対象とする者 

トライアル雇用の対象とする者(以下「対象者」という。)は、次のア及びイのいずれにも

該当する者のうち、その職業経験、技能、知識、労働市場の状況等から判断して、これらの

者の安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが適当である

と、安定所の長が認める者とする。 

ア 安定所に求職申込をしていること。 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する者であること。 

(ｱ) 要支援者 

「要支援者」 とは、常用雇用(注)への移行を前提とした一定期間の試行雇用により、

適性・能力等について求人事業主との相互理解を深めることにより、安定的な就業の場の

確保を図る必要がある者をいい、次のａからｃの要件を満たす者とする。 

 

(注)常用雇用:雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が、同ーの事

業所に雇用される通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の１週間の所定労働時

間と同程度であるものをいう(ただし、下記(3)のイの(ｱ)中「60歳以上の高年齢者」及

び下記(ｲ)の「就職困難者」の１週間の所定労働時間についてはこの限りではない。)。

以下同じ。 

ａ 次の(a)か(e)のいずれかに該当する者であること。 

(a) 中高年齢者 

トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保倹受給資格者又は被

保険者資格の喪失日の前日から起算して１年前の日から当該喪失日までの間に被保

倹者であった期間が６か月以上あった者のうち、次のいずれかに該当する者。 

① 従前に経験のない職種又は業務に就くことを希望する者。 

② 過去の相当期間において短期間の就業及び転織を繰り返していたが、今後は長期

的に安定した就業を希望する者。 

③ その他、被扶養者を有する世帯主であるなど特に家計の状況等から一刻も早い再

就職が必要と認められる者等、中高年齢者トライアル雇用の対象とすることが必要

と認められる者。 

(b) 若年者等 

トライアル雇用開始時に40歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者。 

① 学卒未就職者等、職業経験のない者。 
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② 従前に経験のない職種又は業務に就くことを希望する者。 

③ 過去の相当期間において短期間の就業及び転職を繰り返していたが、今後は長期

的に安定した就業を希望する者。 

④ 過去の相当期間において離職している者。 

⑤ その他、就業経験や職業能力にかんがみて、安定的な職業に就くためには、若年

者等トライアル雇用の対象とすることが必要と認められる者。 

 

 以下 （略） 

 

 

表１－（2）－16  試行雇用奨励金の対象拡大等に関する意見・要望 

 
 

意 見 ・ 要 望 の 内 容 

北海道内Ａ社 試行雇用奨励金については、メニューが細分化されすぎていると感じる。特に

昨今の雇用情勢を勘案すると、中高年齢者と若年者とを分ける年齢制限は必要な

いのではないか。できるだけ試行雇用奨励金制度としてメニューを一本化してほ

しい。 
宮城県内Ｂ社 試行雇用奨励金については、中高年、若年者、季節労働者等に分かれているが、

わかりにくいので助成制度を統一してほしい。 

東京都内Ｃ社 中高年トライアル雇用奨励金は45歳以上、若年者試行雇用奨励金は40歳未満等の

年齢制限があるが、そのような年齢制限は不要だと思う。 
東京都内Ｄ社 若年者試行雇用奨励金は 40 歳未満、中高年トライアル雇用奨励金は 45 歳以上とい

う要件があるようだが、当社のような業界は慢性的な人手不足であり、年齢要件によって

求職対象者が除かれることのないよう、年齢制限は不要だと思う。 
石川県  県知事が、トライアル雇用制度について「45 歳以上は雇用保険受給資格のある

人しか対象になっていない。（また、）40 歳から 44 歳、何故かは知らないが、そ

こが対象となっていない。（中略）今の雇用状況を考えれば、年齢を問わず、雇用

保険の受給資格のあるかないかを問わず、すべてを対象にすべきではないか」と

厚生労働大臣に要請。 
（「生活保護制度に関する国と地方の協議（第２回）」平成 21 年３月厚生労働省） 

東京商工会議所 トライアル雇用については、中小企業による活用が促進されるよう実施期間の

延長や対象の拡大、試行雇用奨励金の増額など、制度の拡充とともに、制度の周

知広報をはかるべきである。 

（「労働政策に関する要望」平成 21年７月東京商工会議所） 
（注）上記のうち、個別事業主の意見・要望は、当省の調査結果による。また、石川県知事の内容は厚生

労働者が公表している生活保護制度に関する国と地方の協議（第２回）議事録、東京商工会議所の

内容は同所の公表資料によるものである。 
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図１－（2）－５ 外国人労働者雇用対策事業（20-078）により大阪外国人雇用サービス 
センターが作成した同センターのパンフレット 
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図１－（2）－６ 外国人労働者雇用対策事業（20-078）により東京外国人雇用サービス 

センターが作成した同センターのパンフレット 
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表１－（2）－17  (独)雇用・能力開発機構中期計画に定める助成金支給業務に係る処理期間 

の改善目標 

○ 独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画＜抜粋＞ 

 

独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画 

 

平成 19年３月 23日付厚生労働省発能第 0323008号認可 

変更：平成 20年３月 28日付厚生労働省発能第 0328004号認可 

変更：平成 21年３月 30日付厚生労働省発能第 0330003号認可 

 

独立行政法人通則法(平成 11年法律第 103号)第 29条第 1項の規定に基づき、平成 

19年 3月 12 日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人雇用・能力開 

発機構中期計画目標を達成するため、同法第 30条の定めるところにより、次のとおり、 

独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画を定める。 

平成 19 年３月 23日 

 

独立行政法人雇用・能力開発機構理事長 

 

    前文 （略） 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

   １～３ （略） 

    

   ４ 助成金の支給、融資等の業務については、適正支給に配慮しつつ、平均処理期間(申請書

の受付から支給等の決定までの期間)が特に長い助成金等について平均処理期間を短縮する

こととし、中期目標期間の最終年度までに、１件当たりの平均処理期期間を平成 18 年度実

績と比べて５％以上短縮する。 

 

 以下 （略） 

 

 

 


